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�愛媛県告示第１５４３号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事業所の

所在地を変更した旨の届出があった。

平成１７年８月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５４４号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１７年８月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５４５号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事業

所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１７年８月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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○ 特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請の公告…………８３４

○ 毒物劇物取扱者試験の合格者………………………………………８３４

○ 交通管制センター中央装置の借入れ………………………………８３５

選挙管理委員会告示

○ 衆議院小選挙区選出議員選挙における各候補者届出政党が政

見放送を行うことができる一般放送事業者及び回数の決定……８３５

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者 サービス

の 種 類

指 定 居 宅 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
名 称 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 代表者の氏名 変 更 前 変 更 後

３８０００３００１４１１１２ 介護サービス野の
花有限会社

北宇和郡鬼北町大
字内深田１２４８番地
２

二 宮 真佐美 児童居宅
介護

介護サービス野
の花有限会社

北宇和郡鬼北町
大字内深田１２４８
番地２

宇和島市柿原甲
４１－１第２コー
ポあべ１０３号室

平成１７年
７月２０日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者 サービス

の 種 類

指 定 居 宅 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
名 称 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 代表者の氏名 変 更 前 変 更 後

３８０００１００１５１１１３ 介護サービス野の
花有限会社

北宇和郡鬼北町大
字内深田１２４８番地
２

二 宮 真佐美
身体障害
者居宅介
護

介護サービス野
の花有限会社

北宇和郡鬼北町
大字内深田１２４８
番地２

宇和島市柿原甲
４１－１第２コー
ポあべ１０３号室

平成１７年
７月２０日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者 サービス

の 種 類

指 定 居 宅 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
名 称 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 代表者の氏名 変 更 前 変 更 後

３８０００２００１７３１１６ 介護サービス野の
花有限会社

北宇和郡鬼北町大
字内深田１２４８番地
２

二 宮 真佐美
知的障害
者居宅介
護

介護サービス野
の花有限会社

北宇和郡鬼北町
大字内深田１２４８
番地２

宇和島市柿原甲
４１－１第２コー
ポあべ１０３号室

平成１７年
７月２０日

毎週（火・金）曜日発行 第１６８６号 平成１７年８月１９日

平成１７年８月１９日金曜日 第１６８６号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第１５４６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」

という。）第５条第１項の規定による届出があったので、同

条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労

働部産業支援局経営支援課及び八幡浜地方局産業経済部商工

労政課並びに大洲市役所において告示の日から４月間縦覧に

供する。

平成１７年８月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

スーパードラッグコスモス愛媛大洲店

大洲市東若宮１８－１他２筆

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては代表者の氏名

大和情報サービス株式会社

東京都台東区上野７丁目１４番４号

ロイメント上野ビル５階

代表取締役社長 坂倉 正宏

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名

称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社コスモス薬品

福岡市博多区博多駅東２丁目１０番１号

第一福岡ビルＳ館４階

代表取締役社長 宇野 正晃

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成１８年３月３０日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，８５９平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

７７台

イ 駐輪場の収容台数

５８台

ウ 荷さばき施設の面積

９１．０平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

１２．６立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

及び閉店時刻

開店時刻 午前１０時

閉店時刻 午後１０時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前９時３０分から午後１０時３０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

出入口２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる

時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成１７年７月２９日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺

の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意

見を有する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次の

とおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するととも

に、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び八幡浜地

方局産業経済部商工労政課並びに大洲市役所において告示

の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意

見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第１５４７号
国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の３第２項に

規定する平成１７年度の事業計画及び調査成果のシステム化の

実施のための同年度における事業計画を次のとおり定めた。

平成１７年８月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１５４８号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定

により、次のように保安林の指定を解除する。

平成１７年８月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

松山市神浦３５２０の４、３５２１の５、３５２１の６

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１５４９号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条

第２項（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。

）の規定に基づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底び

き網漁業の許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のよう

に定める。

平成１７年８月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１７年８月１９日から９月１日まで

調査を行う
者 の 名 称 調 査 地 域 調 査 期 間 摘 要

宇 和 島 市 岩松の一部
近家の一部

平成１８年３月３１日まで
〃

地籍調査
数値情報化

愛 媛 県 報平成１７年８月１９日 第１６８６号
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�愛媛県告示第１５５０号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条

第２項（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。

）の規定に基づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき

網漁業の許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のように

定める。

平成１７年８月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１７年８月１９日から９月１日まで

�愛媛県告示第１５５１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１７年８月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５５２号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人の指定が取り消されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３

項の規定により告示する。

平成１７年８月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５５３号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更が許可されたので、愛媛県証紙条例施行規則（昭和３９年愛媛県

規則第４２号）第５条第６項の規定により告示する。

平成１７年８月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１７松局建（開）第２５号

平成１７年８月５日
伊予郡松前町大字西古泉字寿４１９番４、４１９番５

松山市久米窪田町９０９番地１
アイディール久米Ａ１０２号
大 口 浩 美、大 口 美 紀

１７松局建（開）第２６号

平成１７年８月８日
伊予市森字鹿島甲６４５番１

伊予市下吾川１５１４番地２
岡 部 淳、岡 部 真知子

１７松局建（開）第２７号

平成１７年８月８日

伊予郡砥部町高尾田１０３番２、１０４番２、１２１番１、１２１番８及び１２１
番１２

伊予郡砥部町高尾田８６６番地７
ランドコーポレーション株式会社
代表取締役 田 中 大 丈

１７四土（開）第１３号

平成１７年８月４日

四国中央市寒川町字神ノ木３５番５、１７５番、１７６番及び１７８番１並び
に同市具定町字倉之内４４７番２、６７８番４、６８０番、６８１番、６８３番１
、６８３番２、６８４番３、６８４番４、７１７番、６７８番４地先農道及び６７８番
４地先水路

香川県高松市円座町１００１番地
株式会社マルナカ
代表取締役 中 山 芳 彦

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 取 消 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

久第
１４号

上浮穴郡久万高原町久万５７１番地１ 上浮穴地区食品衛生協会 上浮穴郡久万高原町久万５７１番地１
松山中央保健所久万支所内

平成１７年３月３１日

指定

番号

売 り さ ば き 人 変 更 事 項 変更許可

年 月 日住 所 氏 名 又 は 名 称 新 旧

八第
８号

西宇和郡伊方町湊浦１９９３番地
１

西宇和郡伊方町 売りさばき所
西宇和郡伊方町湊浦１９９３番地１
伊方町役場
西宇和郡伊方町九町１番耕地１８００
番地６
伊方町町見出張所

売りさばき所
同町役場
同町町見支所

平成１７年
４月１日

八第
１９号

松山市南堀端町１番地 株式会社伊予銀行 売りさばき所
西宇和郡伊方町湊浦１０９８番地１
伊予銀行伊方支店

売りさばき所
西宇和郡伊方町湊浦１０９８番地第１
伊予銀行伊方支店

平成１７年
４月１日

八第
９号

西宇和郡伊方町湊浦１９９３番地
１

西宇和郡伊方町 売りさばき人
西宇和郡伊方町
売りさばき所

売りさばき人
西宇和郡瀬戸町
売りさばき所

平成１７年
４月１日

愛 媛 県 報平成１７年８月１９日 第１６８６号
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公 告
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�公 告

毒物劇物取扱者試験の合格者について

平成１７年７月２９日に実施した毒物劇物取扱者試験の合格者

は、次のとおりである。

平成１７年８月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

一般

受験番号 受験番号 受験番号 受験番号

５ １５ １９ ２１

２３ ２８ ３２ ３７

４１ ４２ ４８ ５３

５８ ６５

農業用品目

受験番号 受験番号 受験番号 受験番号

１ ３ １５ ２４

２６ ３１ ３４ ４１

４５ ５８ ６０ ８１

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申

請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１７年８月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

西宇和郡伊方町三机乙３００３番地６
伊方町瀬戸総合支所

同町役場

八第
１０号

西宇和郡伊方町湊浦１９９３番地
１

西宇和郡伊方町 売りさばき人
西宇和郡伊方町
売りさばき所
西宇和郡伊方町三崎６９２番地
伊方町三崎総合支所

売りさばき人
西宇和郡三崎町
売りさばき所
同町役場

平成１７年
４月１日

八第
２０号

松山市南堀端町１番地 株式会社伊予銀行 売りさばき所
西宇和郡伊方町三崎１１６９番地
伊予銀行三崎支店

売りさばき所
西宇和郡三崎町三崎１１６９番地
伊予銀行三崎支店

平成１７年
４月１日

三崎
第１
号

西宇和郡伊方町三崎５１１番地 三崎高等学校Ｐ．Ｔ．Ａ 売りさばき人
西宇和郡伊方町三崎５１１番地
三崎高等学校Ｐ．Ｔ．Ａ
売りさばき所
西宇和郡伊方町三崎５１１番地
三崎高等学校内

売りさばき人
西宇和郡三崎町三崎５１１番地
三崎高等学校Ｐ．Ｔ．Ａ
売りさばき所
西宇和郡三崎町三崎５１１番地
三崎高等学校内

平成１７年
４月１日

久第
１２号

上浮穴郡久万高原町久万５４２
番地４

久万高原交通安全協会 売りさばき人
上浮穴郡久万高原町久万５４２番地
４
久万高原交通安全協会
売りさばき所
上浮穴郡久万高原町久万５４２番地
４
久万高原警察署内

売りさばき人
上浮穴郡久万高原町久万５４２番地
４
上浮穴交通安全協会
売りさばき所
上浮穴郡久万高原町久万５４２番地
４
久万警察署内

平成１７年
４月１日

三第
２号

四国中央市三島金子二丁目４
番２３号

うま農業協同組合 売りさばき所
四国中央市金生町下分２５５０番地２
うま農業協同組合金生支店

売りさばき所
四国中央市金生町下分２５５０番地２
うま農業協同組合金生町支店

平成１６年
８月２日

三第
２６号

四国中央市三島金子二丁目４
番２３号

うま農業協同組合 売りさばき所
四国中央市土居町中村１０９７番地
うま農業協同組合土居中央支店

売りさばき所
四国中央市土居町中村１０９７番地
土居町中央支店

平成１６年
８月２日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１７年８月８日 特定非営利活動法人
ラ・ファミリエ 松 田 博 愛媛県松山市室町７４番地２ この法人は、難病をもつ子供たち及びその

家族を支援し、もって不特定多数のものの
利益の増進に寄与することを目的とする。

愛 媛 県 報平成１７年８月１９日 第１６８６号

８３４



選挙管理委員会告示
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次のとおり一般競争入札に付する。

平成１７年８月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

交通管制センター中央装置の借入れ

� 借入物品名及び数量

交通管制センター中央装置一式（ハードウェア一式、

ソフトウェア一式、搬入）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成１８年３月１日から３月３１日まで

� 借入場所

愛媛県警察本部交通部交通規制課交通管制センター

（第二庁舎内）

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金

額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とす

るので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載

すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について、平成

１７年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格

を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備さ

れていることを証明した者であること。

� 借入物品に障害が発生した場合の迅速なメンテナンス

体制が整備されていることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部警務部会計課交通安全施設係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０ 内線 ２２７３

� 入札書の受領期限

平成１７年１０月４日（火）午後１時３０分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１７年１０月４日（火）午後１時３０分

愛媛県警察本部 大会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５

条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、この公告に示した物品を納入できることを証明

する書類を添付して、入札書の受領期限までに提出しな

ければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した

入札者であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づ

いて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the product to be leased：
Traffic Control Center Main Controller，１ set

� Time limit of tender：１：３０ p．m．，４ 0ctober，２００５
� For further information，please contact： Department
Road Safety Institution，Finance Division，Police affairs
Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，
２―２Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３
Japan
TEL０８９―９３４―０１１０ Ext２２７３

�愛媛県選挙管理委員会告示第４９号
平成１７年９月１１日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙

における各候補者届出政党が政見放送を行うことができる一

般放送事業者及びその回数は、次のとおりとする。

平成１７年８月１９日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

愛 媛 県 報平成１７年８月１９日 第１６８６号

８３５



届出候補者の数 区 分 一般放送事業者
政見放送
の回数

１人又は２人

テレビジョン放送
株式会社テレビ愛
媛

１回

ラ ジ オ 放 送 南海放送株式会社 １回

３人から５人まで

テレビジョン放送

株式会社テレビ愛
媛

１回

株式会社あいテレ
ビ

１回

ラ ジ オ 放 送 南海放送株式会社 １回

平成１７年８月１９日 印刷
平成１７年８月１９日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円８３６
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